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所属弁護士
﨑根 大希

日常生活における
身近なトラブルについて

１. はじめに

２. クーリングオフとは

皆さんは、「クーリングオフ」という言葉を聞かれたことがあるで

しょうか。

今回はクーリングオフについて、実際にどのような場面でどの

ように使うことができるのかを簡単にではございますが、ご説明さ

せていただきます。

まず、クーリングオフとは、特定商取引に関する法律

（以下、「特商法」）に規定される特定の取引をした場

合に、一定の期間内であれば無条件で契約の申込を

撤回したり、契約を解除したりできる制度のことです。

   クーリングオフ制度は、契約に際して事業者側が消

費者との情報格差に付け込んで一方的な勧誘を行い

消費者が熟慮することができないままに契約をしてしま

った場合等において、消費者が熟慮する期間を確保し

ようということで導入されました。

もっとも、後述の通り、すべての取引にクーリングオフ

が適用されるわけではありません。

３. クーリングオフができる取引と期間
クーリングオフができる取引は特商法に規定が

あり、以下の取引は、一定の期間内であれば、クーリ

ングオフが使えます。

一定の期間とは・・・

  業者から特商法に規定される事項を記載した契

約書等を受領した日から期間制限がスタートします。

（右図参照）

書面の記載に不備があったり、そもそも書面を受

け取っていない場合は、期間制限はスタートしないこ

とになります。

４. クーリングオフのやり方

クーリングオフを行う場合、書面やメールで、契約日や

商品名等の契約を特定できる情報やクーリングオフの通

知を送った日等を記載し相手方に送ります。

クーリングオフを書面で行う場合には、送る前に書面を

コピーして手元に残し、送る際には、特定記録郵便等で送

付した記録が残るようにしましょう。

また、メールの場合には、スクリーンショットで内容を保

存しておくようにしましょう。

５. 最後に
ご自身が契約した取引はクーリングオフができる取引な

のか、クーリングオフしたいのに相手方がクーリングオフは

認めないと主張してくる等、疑問や不安に思ったことがあれ

ば弊事務所にご相談ください。
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ご挨拶

フォロー
お待ちしておりま

す

広島駅前法律事務所レターの第１２号を発刊させて

いただきました。本レターも４年目に入りました。

  その間職員数も４名から７名に増え、記事のコンテ

ンツも充実してきております。続けられているのは、ひと

えに本レターを企画執筆してくれる職員のおかげだと

感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、昨年は元日に能登半島地震があり、不安と混

乱の年明けとなりましたが今年は比較的穏やかに新年

の始まりを迎えました。

しかしながら、震災と水害によりいまだ能登の地域で

の暮らしの安心は十分に回復したとはいえません。故

郷に戻れない人も数多くおられると聞き及んでおり、改

めて日々の暮らしが当たり前ではないことを痛感する

次第です。
私たち弁護士は、暮らしの中にある理不尽を解消し

平和と安心を実現することが使命だと思います。
皆様の暮らしの不安を解消できるインフラとして引き

続きこれからも弊事務所は邁進していきたいと思いま
す。

事務所の話に戻りますと、本年も１月に「経営方針発

表会２０２５」を実施させていただきました。

  本年は、これまでを振り返りつつ弊事務所の理念を

踏まえ、弊事務所のミッションとビジョンを見直し「目の

前の依頼者の『幸せ』のために行動すること」をミッショ

ンに「困難→課題→挑戦→夢の実現を支える最も信頼

できるパートナー」になることをビジョンに掲げました。

  弊事務所の原点として全職員が同じ方向に向かって

進んでいきたいと思います。

本号では、近時ご相談が増加している「インターネット

上の誹謗中傷」について有本弁護士がコラムを執筆し

ております。

  また「日常生活における身近なトラブル」について﨑

根弁護士が「クーリングオフ」の解説をしております。是

非ご参照ください。

また、今回も「皆様からのアンケート」をお願いしてお

ります。執筆の企画や励みになりますのでぜひご感想や

ご質問を頂ければ幸いです。

代表弁護士 
 下西 祥平

先日、下瀬美術館にマイセン磁器を見に行きました。

特に美術品に興味があったわけではなく期間限定で行われるイルミネーションを目当て

に行きました。当日はかなり激しい雨が降っており全身びしょ濡れになりながらイルミネー

ションを楽しみました。皆さんも機会があれば見に行ってみてください。ちなみに左の写

真は「飾り皿（子供たちの情景）」という作品で美術館の展示物の中でも特に気に入った

作品だったのでご紹介します。 （清水）

TWILIGHT EXPRESS 瑞風（みずかぜ）をご存知でしょうか。私もあまり詳しくない

のですが、JR西日本が運行する寝台列車で、車両の色は「瑞風グリーン」というそうです。

京都駅から下関駅まで行く山陽コースと山陰コースがあるみたいです。HPで眺めている

だけでも美しいです。先日瑞風が西広島駅に停車することを知り見に行きました。写真は

上手に撮れませんでしたが、本物は美しすぎて心が躍りました。

（伊藤）

事務局Column・・・事務局 伊藤、清水



事務所レターへのご感想、ご意見など募集しています!!

いつもご多忙の中、弊事務所の事務所レターをご一読
いただきありがとうございます。
 弊事務所レターのご感想やご意見、ご要望などございま
したら、ぜひともよろしくお願い致します。

また、こんなことが知りたい、事務所レターの過去のこ
の記事を深堀りして欲しい、などもありましたら教えて下さ
い。一般的な法律の質問にもお答えできる範囲で対応さ
せて頂きますので、気になる法律などがありましたら、ご連
絡下さい。

メールからのご意見、ご感想は下記のメールアドレスより
お願い致します。

hiroshimastation2024@gmail.com 

所属弁護士
有本 慎

インターネット上での
誹謗中傷について

１.はじめに

およそ１５年前に日本でもスマートフォンが発売され

始めて以降、私たちの生活はインターネットが欠かせな

いものになっています。総務省の調査によると、令和５

年度の世帯におけるスマートフォンの保有率は９０％

を超えており、民間会社の調査では ９７％にも達して

いるようです。

かつてはインターネットといえば、パソコンを回線に

繋いでようやくたどり着ける世界で、現実世界とは異な

る閉じられた空間という向きもありましたが、これほどま

でにインターネット化した現代では、インターネットの中

の空間は現実世界とリンクし、権利侵害も現実のもの

と考えられるようになりました。

インターネット上の権利侵害の広範さに法律はまだ

追いついておらず、国民の権利を守る仕組みが整って

いるわけではないのが現状です。今回は、インターネッ

ト上の権利侵害の中でも数が多い誹謗中傷事件に対

し、現代の法制度でどこまでのことができるか、簡単に

解説いたします。
2. 何ができるか

まず、よくある事例として、「インターネット上で悪口を
言っている人がいるが、何とかできないか」という相談を
想定します。
この場合、法的に取り得る手段としては、以下のとお

り、大きく３つの手段があります。①削除請求、②損害賠
償請求、③刑事告訴の３つです。

3. 請求の前提として

前提として、第三者が見て、悪口が確実に自分のこ

とを言っているといえるかどうかがまず問題となります。

①、②の請求は「権利侵害を主張し、侵害された権

利を回復するためにする」ものですので、悪口が特定

の人あるいは会社であると同定できなければ、誰に対

する権利侵害なのか特定できず、請求をする法的根拠

がないことになります。

実名が書いてあれば比較的簡単に同定できますが一

部隠してある場合やハンドルネームの場合はその他の

要素から特定の人や会社に対する結びつきを同定

削除請求は、悪口が書かれているサイトによって

方法が異なります。有名なサイトであれば、お問い合

わせフォームがあり、そこから削除請求すれば応じて

くれる場合があります。そのようなフォームがない場合

は、直接サイト管理者に対し、削除請求をしていくこと

になります。

これらの手続は、サイト管理者に対し任意での削

除を依頼する方法ですので、任意の削除がなされな

い場合には、民事保全法の仮処分手続を利用する

ほかありません。仮処分命令は、原則として、債務者

に反論の機会を与えた上でなければ、発令できませ

ん（民事保全法２３条４項）ので、数か月かかるのが

一般的です。

   また、裁判所を通じた手続ですので、権利侵害が

どの程度なのか、また削除する必要性（保全の必要

性）がどれ程あるのかが、裁判所により審査されるこ

ととなります。
５. 損害賠償請求

削除するだけではなく、書き込みをした人（発信者

）を特定し、その人に対して損害賠償を請求するの

はさらにハードルがあります。

発信者情報はプライバシーの情報にあたるので

プロバイダも法的根拠がなければ教えてくれません。

現在、発信者情報を開示する法的根拠としてはプ

ロバイダ責任制限法４条１項しかなく本項は「不特定

の者によって受信されることを目的とする電気通信

の送信」の場合にしか使うことができません。

インターネットの権利侵害としてメールやチャットＤ

Ｍのようなものも考えられますが、これらは「不特定

の者によって受信されることを目的」としていないの

で、プロバイダ責任制限法により発信者情報を開示

することはできません。ここが、まだ法整備が進んで

いないところです。

掲示板に書き込まれた場合などはこの要件を満た

すので、他の要件（権利侵害の明白性、正当理由の

存在など）も満たせば、開示請求をできることとなりま

す。

 一般に、発信者が掲示板に書き込んだ場合、アクセ

スプロバイダ、コンテンツプロバイダの順に情報が渡り

、情報が書き込まれます。そのため、発信者情報開示

請求はその逆順で請求していきます。

それぞれのプロバイダはそれぞれ異なる経営主体

ですので、任意で開示しなければ、削除請求と同様仮

処分手続を利用するほかありません。

また、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間は、

通常、３か月から６か月しかありませんので、素早い対

応が必要です。

６. 刑事告訴

発信者を特定できれば、投稿内容が刑罰法規に抵

触するものであれば、刑事告訴をすることはできます。

なお発信者を特定できない場合でも「氏名不詳」とし

て刑事告訴を行うこと自体はできます。

しかし、警察の捜査能力（人員）にも限界があること

から発信者が特定できていない状態で相談をしても事

件として取り扱ってもらえないのが実情です。発信者を

特定した後に刑事告訴する場合でも期間制限には目

を配る必要があります。

名誉棄損罪に該当する場合は「犯人を知った 日か

ら六箇月を経過したときはこれ（告訴）をすることができ

ない」（刑事訴訟法２３５条）と規定されているので注意

が必要です。

なお、こちらにご連絡いただいた内容は事務
所レターの紙面にて匿名で掲載させて頂くこと
がございますので、その旨ご了承下さい。

もっとも、インターネット上の名誉棄損の場

合、問題記事が掲載されている限りは犯罪は終

了せず継続しているとして、告訴期間が進行し

ないとした裁判例もあります。また、告訴は口

頭でもできますが、実際は口頭ではなかなか受

理してもらえませんので、告訴状を作成して警

察署に事件相談するのがいいでしょう。

７. まとめ

以上が、現在、インターネット上の誹謗中傷に対

し、可能な法的手続の概要です。

誹謗中傷がそもそも法的手続をとれる内容かどう

かというのは、これまでの裁判例も踏まえた法的判

断が含まれますので、これはどうかという例がござい

ましたら、一度ご相談いただければと思います。

４. 削除請求

または下記のQRコードを読み取っていただき
ご意見、感想などを入力して下さい。

できる場合のみ請求可能となりますので、注意が必
要です。

皆様からのお声を頂戴出来ます
ことを楽しみにしています。 
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